
















研究要旨:小児事故防止教育及び啓発活動の全国展開を考える L で、各地域における活動拠

点として保健所の可能性について検討した。主な調査内容は、全国の保健所における①小

児事故防止事業の現状、②今後の小児事故防止事業の展望、③小児事故防止事業を実施す

る為の必要条件、の 3 点である。調査は、全国の支所を除く 660 ヶ所の保健所に調査用紙

を配布して実施」全部で 496 ヶ所(都道府県部 422 ヶ所、政令指定都市部 74 ヶ所)から回答

を得ることができた。調査の結果、①小児事故防止事業は・都道府県部で 4 割弱、政令指

定都市部では 8 割を越える保健所で、主に乳幼児検診時での指導という形で実施されてい

た。事業の主な対象は母親で、指導者の 9 割以上が保健婦であった。②今後の展望に関し

ては、新たに小児事故防止事業を計画している保健所は少数であったが、全体で約 6 割の

保健所が事業の必要性については認めていた。③小児事故防止事業実施の必要条件として、

指導マニュアルや職員の研修を挙げる保健所が多く、「小児事故防止センター」等の支援機

関の必要性に関しても、全体の 7 割以上の保健所が事故情報の提供、指導者の派遣、指導

媒体の提供等を期待していた。 


